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日付：令和3年2月25日 

＜＜＜新旧対照表＞＞＞ 

○多治見市学校給食調理場の組織等に関する規則（昭和53年３月30日教育委員会規則第２号）の一部

を改正する規則新旧対照表 

部署名：教育総務課 

 

新 旧 

○多治見市学校給食調理場の組織等に関する

規則 

○多治見市学校給食調理場の組織等に関する

規則 

昭和53年３月30日教育委員会規則第２号 昭和53年３月30日教育委員会規則第２号 

＜略＞ ＜略＞ 

（職員） （職員） 

第２条 条例第２条に規定する共同調理場（以下

「共同調理場」という。）に置く職員は、次の

とおりとする。 

第２条 条例第２条に規定する共同調理場（以下

「共同調理場」という。）に置く職員は、次の

とおりとする。 

(１) 場長 (１) 場長 

(２) 栄養士 (２) 栄養士 

         (３) 機械工務員 

(３) 調理員 (４) 調理員 

２ 共同調理場の業務を民間に委託する場合にお

いても、前項各号の従事者を置くものとする。 

２ 共同調理場の業務を民間に委託する場合にお

いても、前項各号の従事者を置くものとする。 

                        

                        

               

３ 前２項の規定にかかわらず、共同調理場の施

設の状況によっては、第１項第３号の機械工務

員を置かないことができる。 

（供給範囲） （供給範囲） 

第３条 条例第３条の給食を供する学校等の範囲

は、別表のとおりとする。 

第３条 条例第３条の給食を供する学校等の範囲

は、別表のとおりとする。 

２ 学校等の敷地内に設置する調理場（共同調理

場を除く。）にあっては、当該敷地内の学校等

にのみ給食を供するものとする。 

２ 学校等の敷地内に設置する調理場（共同調理

場を除く。）にあっては、当該敷地内の学校等

にのみ給食を供するものとする。 

           （食器洗浄センター） 

                         

        

第３条の２ 多治見市大畑調理場に食器洗浄セン

ターを置く。 

（所掌事務） （所掌事務） 

第４条 調理場は、おおむね次の事務を所掌する。 第４条 調理場は、おおむね次の事務を所掌する。 

(１) 学校給食の調理に関すること。 (１) 学校給食の調理に関すること。 

(２) 給食物資の検収及び保管に関すること。 (２) 給食物資の検収及び保管に関すること。 

(３) 給食設備の衛生管理に関すること。 (３) 給食設備の衛生管理に関すること。 

(４) 給食施設の維持管理に関すること。 (４) 給食施設の維持管理に関すること。 

(５) 給食設備の整備に関すること。 (５) 給食設備の整備に関すること。 

(６) 給食の運搬方法に関すること。 (６) 給食の運搬方法に関すること。 

                        

         

２ 食器洗浄センターは、食器の洗浄に関する全

般を所掌する。 

（職務） （職務） 

第５条 共同調理場の管理者は、所属職員を指揮

監督して所掌事務を掌理する。 

第５条 共同調理場の管理者は、所属職員を指揮

監督して所掌事務を掌理する。 

２ 共同調理場に所属職員をもって構成するグル

ープを置き、グループにグループリーダーを置

く。ただし、共同調理場の業務を民間に委託す

２ 共同調理場に所属職員をもって構成するグル

ープを置き、グループにグループリーダーを置

く。ただし、共同調理場の業務を民間に委託す
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新 旧 

る場合にあっては、第２条第１項第２号及び第

３号  に掲げる職種について、それぞれに責

任者を置くものとする。 

る場合にあっては、第２条第１項第２号から第

４号までに掲げる職種について、それぞれに責

任者を置くものとする。 

３ 前項に規定するグループ及びグループリーダ

ーに関し必要な事項については、多治見市教育

委員会事務局の組織等に関する規則（昭和62年

教育委員会規則第６号）及び多治見市グループ

制に関する規則（平成17年規則第52号）の例に

よる。 

３ 前項に規定するグループ及びグループリーダ

ーに関し必要な事項については、多治見市教育

委員会事務局の組織等に関する規則（昭和62年

教育委員会規則第６号）及び多治見市グループ

制に関する規則（平成17年規則第52号）の例に

よる。 

＜略＞ ＜略＞ 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

１ 多治見市食育センター １ 多治見市大畑調理場 

 小学校及び中学校 幼稚園   小学校及び中学校 幼稚園  

 精華小学校 明和幼稚園   精華小学校 精華小学校附属愛児幼

稚園 

 

 共栄小学校 精華小学校附属愛児幼

稚園 

     

 小泉小学校       

 南姫小学校       

 根本小学校       

 陶都中学校       

 小泉中学校       

 南姫中学校       

 ２ 多治見市共栄調理場 

     小学校及び中学校 幼稚園  

     共栄小学校 明和幼稚園  

     小泉小学校   

     南姫小学校   

     根本小学校   

     陶都中学校   

     小泉中学校   

     南姫中学校   

２ 多治見市養正小学校近接校対応調理場 ３ 多治見市養正小学校近接校対応調理場 

 小学校及び中学校 幼稚園   小学校及び中学校 幼稚園  

 養正小学校 養正小学校附属幼稚園   養正小学校 養正小学校附属幼稚園  

 多治見中学校    多治見中学校   

３ 多治見市昭和小学校近接校対応調理場 ４ 多治見市昭和小学校近接校対応調理場 

 小学校及び中学校 幼稚園   小学校及び中学校 幼稚園  

 昭和小学校 昭和小学校附属幼稚園   昭和小学校 昭和小学校附属幼稚園  

 市之倉小学校    市之倉小学校   

 脇之島小学校    脇之島小学校   

 平和中学校    平和中学校   

 南ケ丘中学校    南ケ丘中学校   

＜略＞ ＜略＞ 

   附 則  

 この規則は、令和３年８月１日から施行する。  
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